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目 的

１ 国へのメッセージ

３３ 国会の責任ある対応国会の責任ある対応

１１ 速やかな財源の確保速やかな財源の確保

暫定税率が確保されなければ、２０年度の予算に大きな影響
が出ることから、速やかに財源を確保すること

「地方に迷惑かけない」という与野党一致した考え方に沿って、
国会運営を行い、国民生活への混乱を速やかに収拾すること

道路特定財源を国民の信頼を得る制度とすることこそ、政治
の責任であり、速やかに、一般財源化、道路整備のあり方など
について与野党間で協議を行うこと

２２ 速やかな与野党間の協議速やかな与野党間の協議



２ 暫定税率等廃止・期限切れによる影響

△３１５１８
地方譲与税（地方道
路譲与税）

①道路特定
財源の減収

（△６１）

△６４

（６９）

８０

（１３０）

１４４
小 計

地方税（軽油引取税、
自動車取得税）

（△１３１）

△１３４

△１９

△５１

（△５８）

△６１

影響額影響額

３１５０③国庫補助金の削減

０５１②地方道路整備臨時交付金の廃止

（１００）

１１１

（２３１）

２４５
計

（５４）

６５

（１１２）

１２６

期限切れ後期限切れ後現現 行行

（単位：億円）

（※）上段（ ）内は市町村交付金を除く



３ 平成２０年度予算の一部執行留保

道路特定財源の税等の減収分（６４億円）の充当先

①道路事業予算
②過去の道路整備で発行した県債に係る償還費（公債費）

執行留保の範囲

県土づくり本部の投資的経費で対応（河川事業、港湾事業）

※ 国庫補助事業についても、国の内示があるまで執行を留保

◆自動車取得税市町村交付金（約３億円）

◆運輸事業振興助成交付金（約２億円）

◆道路事業・街路事業

人件費、必要最小限の維持費、債務負担行為を設定し契約
済みのもの等、早期着工が必要なものを除く

◆それ以外の事業

５億円

５９億円



（参考）平成２０年度予算の一部執行留保の内訳

予算ベースで２６１億円、一般財源ベースで５９億円を執行留保

３３９億円

２６億円

１６億円

３２億円

２６５億円

当初予算額当初予算額

５９億円２６１億円計

河川 １０億円

堰堤等 ６億円

備備 考考

８億円１２億円その他の事業

１６億円１６億円
直轄事業

(維持費)

２億円３１億円街路事業

３３億円２０２億円道路事業

左のうち左のうち

一般財源一般財源
執行留保額執行留保額区区 分分



４ 業界への対応

業界への要請

給油所等の状況確認

加盟の販売店へ「税制度」の周知を依頼
（未加入団体には、個別に周知等）

加盟店へ「税制度」の周知依頼と「わかりやすい価格表示や消費者
への的確な説明による混乱回避」 を要請

備備 考考

自動車関係団体

県石油商業組合

区区 分分

くらしの安全安心課、税務課、県税事務所（佐賀、唐津、武雄）体 制

４月１日（火）実施時期

２０～３０社を抽出

給油所等における店頭の価格表示、販売状況等の確認

備備 考考

対象店舗

目 的

区区 分分



５ 県民からの問い合わせへの対応

問い合わせ窓口の設置

平日の８時３０分から１７時３０分
※ ただし、４月第１週の土日（５日・６日）は開設

受付時間

０９５４－２３－３１０３武雄県税事務所

０９５５－７３－１５５３

０９５２－３０－３１６８

０９５２－２５－７３９２・７３９３
（原油価格相談電話と兼用）

佐賀県税事務所

県庁（新行政棟１階「旅券センター」内）

場 所

唐津県税事務所

・暫定税率（揮発油税、軽油引取税、自動車取得税など）の制度に

関する問い合わせ

・ガソリン・軽油の価格表示に関する問い合わせ・情報受付

・その他暫定税率に関する問い合わせ

３月３１日（月）から当分の間

受付内容

設置時期



６ 市町への対応

地方税法改正案の未成立による市町村税への影響や県予算の
執行留保に伴う一部市町関係予算への影響について、市町へ
の周知を図る

・自動車取得税交付金 （約３億円）

・市町への補助金
執行留保に伴う影響

＜国民健康保険税＞
後期高齢者医療制度創設に伴う改正（軽減措置等）が
行われないことになる

備備 考考

市町村税への影響

内内 容容

※３月３１日知事記者会見後、電子メールにより通知



参参 考考 資資 料料



軽油引取税軽油引取税（暫定税率３２（暫定税率３２..１円１円//ℓℓ、本則税率１５、本則税率１５..０円０円//ℓℓ））

流通経路の違いによって、販売店により軽油の店頭価格に違いが
出る可能性がある

県県
税税
事事
務務
所所

県県
税税
事事
務務
所所

元売製油所

元売油槽所

特約業者特約業者

販売給油所販売給油所

消費者

元売製油所

元売油槽所

特約業者･特約業者･
直営給油所直営給油所

消費者

３月末までに仕入

れた軽油について

は暫定税率適用

４月１日から
本則税率適用

申告納入
申告納入

◎販売時（流通）課税 ：商流（オーダー）、 ：物流（現実の納入）

32.1円/㍑

15.0円/㍑

課税済軽油

を保有

未課税軽油

を保有

軽油仕入は課税取引であるから、ガソリン
同様、暫定税率分の在庫負担が生じる

元売からの仕入は未課税取引であるから
在庫の問題は生じない



ガソリン税（揮発油税・地方道路税）ガソリン税（揮発油税・地方道路税）
（暫定税率５３．８円（暫定税率５３．８円//ℓℓ、本則税率２８．７円、本則税率２８．７円//ℓℓ））

暫くの間、ガソリン価格は必ずしも下がらない

税税
務務
署署

税税
務務
署署

元売製油所

元売油槽所

特約業者特約業者

販売給油所販売給油所

消費者

元売製油所

元売油槽所

消費者

３月末までに仕入

れたガソリンにつ

いては暫定税率

適用

３月末までに仕入
れたガソリンにつ
いては暫定税率
適用

申告
納入

申
告
納
入

◎元売出荷時（蔵出）課税 ：商流（オーダー）、 ：物流（現実の納入）

５３.８円/㍑
５３.８円/㍑

課税済ガソリ
ンを保有

課税済ガソ
リンを保有

５３.８円/㍑
課税済ガソリ
ンを保有 ５３.８円/㍑

課税済ガソリ
ンを保有

特約業者･特約業者･
直営給油所直営給油所


